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多賀町立大滝たきのみやこども園重要事項説明書  

 

１．施設の目的及び運営の方針  

（１）運営主体（事業者の概要）  

事業者の名称  多賀町  

事業者の所在地  多賀町多賀３２４  

事業者の連絡先  ０７４９－４８－８１１１  

代表者氏名  多賀町長 久保 久良  

 

（２）施設の概要  

種別  幼保連携型認定こども園  

名称  多賀町立大滝たきのみやこども園  

所在地  滋賀県犬上郡多賀町富之尾１５８６番地５  

連絡先  

電話  ０７４９－４９－０３１２  

ＦＡＸ ０７４９－４９－０３１２  

施設長氏名  橋本 悟  

開設年月日  平成１８年（２００６年）８月  

利用定員  

年齢区分  ０歳児  １歳児  ２歳児  ３歳児  ４歳児  ５歳児  合計  

１号  ―  人  ―  人  ―  人  ４人  １１人  １５人  

２号・３

号  

３人  １２人  ８人  １６人  ３９人  

合計  ３人  １２人  １２人  ２７人  ５４人  

当園の基本理念・方

針  

◎教育・保育目標  

 ・未来にはばたくことが出来る心豊かでたくましい人づくり  

◎運営の指針 

 １．乳幼児期の健全な心身の基礎を培い、基本的生活習慣や態度 

の育成に努める。 

 ２．直接体験や感動体験を大切にした活動を重視し、豊かな心情や

思考力の芽生えを培い、夢中になって遊ぶ子どもの育成に努め

る。  
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 ３．家庭との連携を密にし、地域の自然や様々な人々との触れ合い

を通じて、互いに協力して乳幼児期の健全育成に努める。  

４．乳幼児が心身ともに健康で十分な保育が受けられるように安全

で整備された環境作りに努める。  

 

（３）施設の概要  

敷地  

敷地全体  ３，６８１．４０ ㎡  

園庭  １，７１５ ㎡  

園舎  

構造  鉄骨造 平屋建て  

延べ  ７８８ ㎡  

 

（４）主な設備の概要  

設備  部屋数  備考  

乳児室  ２  ５７．３１㎡  

調乳室  １  ３．１４㎡  

沐浴室  ２  １２．５４㎡  

保健室  １  ２．３０㎡  

保育室  ４  １７５．６９㎡  

職員室  １  ２７．０８㎡  

遊戯室  １  １０６．０８㎡  

調理室  １  ２６．６０㎡  

便所  ２  ４６．８４㎡  

廊下その他   ２８９．１５㎡  

 

（５）職員体制（令和７年（２０２５年）４月１日 現在）  

職種  員数  常勤  非常勤  備考  

園長  １人  １人  ０人   

園長補佐  １人  １人  ０人   

保育教諭   １４人  １２人  ２人   

看護師  １人  １人   ０人   
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（６）利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日  

【１号認定子ども（教育標準時間認定）短時部】  

提供する曜日  月曜日から金曜日まで  

教育時間  平日  

基本：８時３０分～１４時００分  

延長：１４時００分～１６時００分  

休業日  

日曜日・土曜日・祝日  

夏季（７月２０日～８月３１日）  

冬季（１２月２４日～１月６日）  

春季（３月２５日～４月８日）  

※祝日等により変動有り  

【２号・３号認定子ども（保育認定）長時部】  

提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

保育標準時間  

平日  

基本：８時００分～１６時００分  

早朝：７時３０分～８時００分  

延長：１６時００分～１９時００分  

土曜日  

基本：８時００分～１２時００分  

早朝：７時３０分～８時００分  

延長：１２時００分～１３時００分  

保育短時間  

平日  基本：８時００分～１６時００分  

土曜日  

基本：８時００分～１２時００分  

早朝：７時３０分～８時００分  

延長：１２時００分～１３時００分  

休業日  

日曜日・祝日  

年末年始（１２月２９日～１月３日）  

※盆期間・年度末・年度初は希望保育  
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（７）利用料等  

利用者負担（月額保育料） 利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担（保育料）  

預かり保育・延長保育  

１号認定子どもの預かり保育

に係る費用  

（1 日 1 時間利

用 1 月当た

り）  

２，０００ 円  

（1 日 1 時間以

上利用 1 月当

たり）  

４，０００ 円  

（1 時間）  １５０ 円  

（1 時間以上）  ３００ 円  

２号・３号認定子どもの延長保

育に係る費用  

おやつ代として

／回  

１００円  

給食費  

１号認定 給食費  １月当たり  ４，０００円  

２・３号認定 給食費  １月当たり  ４，５００円  

実費徴収（参考）  

絵本代金  １月当たり  約５００円  

各種教材代  １年当たり  約５，０００円  

制服代   ４，３００円  

ショートパンツ大滝小  

ショートパンツ多賀小  
 

３，５００円  

３，３００円  

遊び着   １，６００円  

カラー帽子   １，１００円  

その他  保護者会費  １年当たり  ３，０００円  

 

（８）支払方法  

月額保育料、給食費（副食費） 支払方法：口座振替、納付書払い 支払期日：毎月２５日  

その他経費 現金等により都度支払  
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（９）提供する特定教育・保育の内容  

「未来にはばたくことが出来る心豊かでたくましい人づくり」を目指します。  

 

☆園庭や近隣の施設を活用し全身を使って遊び込み、バランスの取れた体づくりを目指

します。  

☆遊びの中で考えたり、試したり、工夫したりする姿を大切にして自分の思いを表現す

る力を育みます。  

☆豊かな自然の中で五感を研ぎ澄まし、いきいきと遊び、豊かな心を育みます。  

☆家庭的な雰囲気の中で異年齢児が関わり、相手を思いやる心を育みます。※ その他、

施設としての特色のある特定教育・保育の内容を記載することも可能。  

☆ 本園では年間を通して自然保育に取り組んでいます。四季折々の自然の変化を全身

で感じ、心も体も解放し、思う存分遊び込む活動をするので衣服が汚れる事がありま

す。高取山での活動機会は年間通じてあり、山で遊ぶ時に着用する衣服の用意を常に

準備していただいています。（特に３・４・５歳児組）  

 

（１０）年間行事予定  

行事内容  

入園式 

遠足（春・秋） 

親子フェスティバル 

こどもの日お楽しみ会 

七夕 

祖父母お楽しみ会 

クリスマス会 

たきのみやなかよしステージ 

ひな祭り会 

誕生会・なかよしタイム・お話会 

英語で遊ぼう（5 歳児） 

卒園式・修了式 
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（１１）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

利用者の内定  

【１号認定子ども】  

  施設の管理者が定めた選考方法による  

【２号・３号認定子ども】  

  町が行う利用調整による  

利用決定  利用契約書の締結による  

退園理由  

  １号・２号・３号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を

含む。）  

  保護者から退園の申出があったとき  

  利用継続が不可能であると町が認めたとき  

  その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき  

利用に当たっての  

留意事項  
 

 

（１２）学校医・嘱託医  

医療機関の名称  大辻医院 川相診療所  

医院長名  大辻 常男  

所在地  犬上郡多賀町川相２５４番地  

電話番号  ０７４９－４７－１８５６  

 

（１３）学校歯科医・嘱託歯科医  

医療機関の名称  藤本歯科医院  

医院長名  藤本 直也  

所在地  犬上郡多賀町多賀１３２８番地  

電話番号  ０７４９－４８－１８７１  
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（１４）緊急時における対応方法  

子どもに体調の急変などがあった場合、すみやかに利用子どもの保護者又は緊急連絡

先、その他医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。  

【管轄する消防署】  

消防署名  彦根市消防本部 犬上分署  

所在地  犬上郡甲良町横関６８９番地１  

電話番号  ０７４９－３８－３１３０  

【管轄する警察署】  

警察署名  彦根警察署  

所在地  彦根市古沢町６６０番地３  

電話番号  ０７４９－２７－０１１０  

 

（１５）非常災害対策  

防火管理者  園長補佐  

消防計画届出年月日  令和７年５月１２日  

避難訓練  消火訓練・通報訓練・避難訓練・防災訓練のいずれかを月１回実施  

防災設備  消火器、自動火災報知機、誘導灯・誘導標識等  

避難場所  

第１次避難所 大滝たきのみやこども園園庭  

第２次避難所 滝宮スポーツ公園体育館  

緊急時の連絡手段  電話、緊急一斉メール等での情報提供  

 

（１６）相談・要望・苦情窓口  

相談・苦情受付担当者  園長、園長補佐  

相談・苦情解決責任者  教育総務課長、園長  

第三者委員  民生児童委員  

【要望・苦情等への対応方法】  

要望・苦情等を受付けた場合には、適切に対応し、改善を図るよう努めます。  
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（１７）賠償責任保険の加入状況  

以下の保険に加入しています。  

保険会社  全国町村会  

保険の内容  総合賠償補償保険  

 

（１８）個人情報の取り扱い  

特定教育・保育の提供に当たって、職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘密

は、法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはありま

せん。  

 


